
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和７年２月７日（金）    ８：１９～８：２８ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：村 上 誠一郎 国務大臣（総務大臣） 

鈴 木 馨 祐 国務大臣（法務大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

あ べ 俊 子 国務大臣（文部科学大臣） 

福 岡 資 麿 国務大臣（厚生労働大臣） 

江 藤 拓 国務大臣（農林水産大臣） 

武 藤 容 治 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 野 洋 昌 国務大臣（国土交通大臣） 

浅 尾 慶一郎 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

中 谷 元 国務大臣（防衛大臣） 

林 芳 正 国務大臣（内閣官房長官） 

平 将 明 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

伊 藤 忠 彦 国務大臣（復興大臣） 

坂 井 学 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

三 原じゅん子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

伊 東 良 孝 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：石 破 茂 内閣総理大臣 

岩 屋 毅 国務大臣（外務大臣） 

陪 席 者：青 木 一 彦 内閣官房副長官 

佐 藤 文 俊 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

欠 席 者：橘 慶一郎 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ２件 

○国会提出案件    ３０件 

○法律案       １０件 

○人事         ２件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○林国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、青木副長官から御説明申し上げます。 

○青木内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「人工知能と人

権、民主主義及び法の支配に関する欧州評議会枠組条約」に署名することについて、

御決定をお願いいたします。本件は、ＡＩに関する活動が人権、民主主義及び法の

支配に合致することを確保するための枠組みについて定めるものであります。 
  次に、「令和５年度における国有林野事業の債務及び旧国鉄長期債務の処理状況

報告」について、御決定をお願いいたします。本件は、旧国有林野事業改革特措法

及び国鉄清算事業団債務処理法に基づき、国会に報告するものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書２８件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 
  次に、法律案１０件について、御決定をお願いいたします。まず、「サイバー対処

能力強化法案」は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害を防止するため、

報告制度の創設、通信情報の取得に係る手続等について定めるものであり、「同法

の施行に伴う関係整備等法案」は、重大な危害を防止するための一定の警察官又は

自衛官による電子計算機の動作に係る措置等、関係法律の規定の整備等を行うもの

であります。 
  次に、「関税定率法等の一部改正法案」は、内外の経済情勢等に対応するため、個

別品目の関税率の見直し、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずるものであ

ります。 
  次に、「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加

盟に伴う措置に関する法律の一部改正法案」は、両機関に対する加盟国の出資総額

の増額に伴い、我が国の出資額を増額する等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「大学等における修学の支援に関する法律の一部改正法案」は、多子家庭に

おける教育費の負担の軽減を図るため、当該家庭の学生に係る大学の授業料等の減

免制度を創設する等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一

部改正法案」は、組織的な学校運営及び指導の促進、教員の処遇の改善等を図るた

め、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ等の措置を講ずるも

のであります。 
  次に、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正法案」は、戦没者等

の遺族に対する特別弔慰金について、令和７年度以降も支給を継続する等の措置を

講ずるものであります。 
  次に、「情報処理促進法等の一部改正法案」は、ＡＩ関連技術等による情報処理の

高度化を推進するため、指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うための取

組に対する支援等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「道路法等の一部改正法案」は、災害時における道路の円滑かつ迅速な啓開

のための道路啓開計画の策定等の措置を講ずるものであります。 
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  次に、「港湾法等の一部改正法案」は、近年の気候変動等に対応して港湾の保全及

び円滑な利用の確保を図るため、港湾管理者等による協働防護計画制度の創設等の

措置を講ずるものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、中央選挙管理会委員宮里猛外４

名は、３月３１日に任期満了となりますので、後任者の任命につき、国会の議決に

よる指名を求めることについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、古賀宏之外２５８名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
  次に、配布資料といたしまして、「家計調査報告」があります。本件につきまして

は、後程、総務大臣から御発言があります。 
  次に、件名外案件について、申し上げます。「政府安全保障能力強化支援に関する

書簡」をモンゴルとの間で交換することについて、御決定をお願いいたします。本

件は、モンゴルの安全保障能力強化に係る計画の実施のため、１３億円の資金を贈

与することについて、取り極めるものであります。なお、相手国政府との書簡交換

まで不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
○林国務大臣：次に、総務大臣から御発言がございます。 
○村上国務大臣：本日、家計調査結果を公表いたしました。２人以上の世帯の１２月

の消費支出は、１年前に比べ実質２．７パーセントの増加と、５か月ぶりに増加と

なりました。食料などは減少しておりますが、住居、保健医療、洋服など幅広い分

野で増加しております。また、令和６年平均の消費支出は、前年に比べ実質１．１

パーセントの減少となりました。引き続き今後の消費支出の動向を注視してまいり

ます。 
○林国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和７年 

２月７日 

 

◎ 一 般案 件 

○ 人 工 知能 と人 権 、民 主 主義 及 び法 の 支配 に 関す る 

欧 州 評 議会 枠組 条 約の 署 名に つ いて （ 決定 ） 

（ 外 務省 ） 

 

◎ 国 会 提出 案件 

○ 令 和 ５年 度国 有 林野 事 業に 係 る債 務 の処 理 に関 す 

る 施 策 の実 施の 状 況に 関 する 報 告に つ いて 

（ 決 定 ）            （ 農 林水 産 省） 

〃  ○ 令 和５年 度 日本 国 有鉄 道 清算 事 業団 の 債務 等 の処 

理 に 関 する 法律 に 定め る 施策 の 実施 の 状況 に 関す 

る 報 告 につ いて （ 決定 ）     （ 国 土交 通 省） 

       1.衆 議 院議 員 松原 仁 （無 ） 提出 拉 致問 題 の解 決 

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）           （内 閣 官房 ） 

〃  ○  1. 衆議 院 議員 原 口一 博 （立 憲 ）提 出 原口 ５ 原則 

と マ イ ナ ンバー 制 度と の 整合 性 に関 す る質 問 

に 対 す る 答弁書 に つい て （決 定 ） 

（ デ ジ タル 庁） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 電 気通 信 事 

業 者 に お ける検 閲 に関 す る質 問 に対 す る答 弁 

書 に つ い て（決 定 ）       （ 総 務省 ） 

1. 衆議 院議 員松 原 仁（ 無 ）提 出 ふる さ と納 税 制 

度 の 見 直 しに関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ 

い て （ 決 定）           （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員松 原 仁（ 無 ）提 出 海底 ケ ーブ ル の 

防 護 に 関 する質 問 に対 す る答 弁 書に つ いて 

（ 決 定 ）             （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議 員島 田 洋一 （ 保守 ） 提出 永 住許 可 要 

件 の 大 幅 緩和に 関 する 質 問に 対 する 答 弁書 に 

つ い て （ 決定）         （ 法 務省 ） 

（ 金 ）  閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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1. 衆議院議員藤原規眞（立憲）提出いわゆる「闇 

バ イ ト 」 実行犯 等 の社 会 復帰 に 関す る 質問 に 

対 す る 答 弁書に つ いて （ 決定 ）  （ 法 務省 ） 

1. 衆議院議員松原仁（無）提出「海洋大国日本」  

の 実 現 のため 排 他的 経 済水 域 を守 り 抜く こ と 

に 関 す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て 

（ 決 定 ）            （ 外務 省 ） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 終 戦直 後 か 

ら 現 在ま での 政 府の 外 交に お ける 基 本姿 勢 に 

関 す る質 問に 対 する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 同 上 ） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 石 破総 理 が 

提 唱 し た アジア 版 ＮＡ Ｔ Ｏに 関 する 質 問に 対 

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定）    （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員杉 村 慎治 （ 立憲 ） 提出 著 作権 法 第 

２ 条 第 ６ 項に基 づ く法 人 の定 義 と映 像 作品 の 

製 作 委 員 会方式 と の法 的 適格 性 に関 す る質 問 

に 対 す る 答弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 文 部 科学 省） 

1. 衆議 院議 員杉 村 慎治 （ 立憲 ） 提出 声 優を 重 要 

無 形 文 化 財に指 定 等す る 可能 性 に関 す る質 問 

に 対 す る 答弁書 に つい て （決 定 ）  （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員松 原 仁（ 無 ）提 出 医師 の 研修 義 務 

お よ び 美 容医療 の 急拡 大 によ る 消費 者 への 影 

響 に 関 す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て 

（ 決 定 ）          （ 厚生 労 働省 ） 

1. 衆議 院議 員杉 村 慎治 （ 立憲 ） 提出 公 認心 理 師 

に よ る 医 療現場 で の心 理 検査 ・ 認知 検 査の 業 

務 独 占 化 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い 

て （ 決 定 ）            （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 我 が国 産 業 

の 国 際 競 争力の 低 下に 関 する 質 問に 対 する 答 

弁 書 に つ いて（ 決 定）    （ 経済 産 業省 ） 
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1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 Ｔ ＳＭ Ｃ 及 

び Ｊ Ａ Ｓ Ｍに対 す る支 援 等に 関 する 質 問に 対 

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定） （ 経済 産 業省 ） 

1. 衆議 院議 員杉 村 慎治 （ 立憲 ） 提出 コ ンテ ン ツ 

産 業 に お ける製 作 委員 会 形式 に 関す る 質問 に 

対 す る 答 弁書に つ いて （ 決定 ）   （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員杉 村 慎治 （ 立憲 ） 提出 コ ンテ ン ツ 

産 業 に お けるマ ン ガ・ ア ニメ ・ ゲー ム の一 括 

推 進 に 関 する質 問 に対 す る答 弁 書に つ いて 

（ 決 定 ）             （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 九 州新 幹 線 

西 九 州 ル ートの 整 備費 負 担に 関 する 質 問に 対 

す る 答 弁 書につ い て（ 決 定） （ 国土 交 通省 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 フ ラッ ト ３ 

５ の 不 正融 資問 題 に関 す る質 問 に対 す る答 弁 

書 に つ いて （決 定 ）        （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 日 本航 空 １ 

２ ３ 便 の御 巣鷹 山 墜落 事 故に 関 する 質 問に 対 

す る 答 弁書 につ い て（ 決 定）    （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 潜 水艦 修 理 

契 約 に 係る 特別 防 衛監 察 の中 間 報告 に 関す る 

質 問 に 対す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ） 

（ 防 衛省 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 防 衛費 増 額 

及 び 防 衛増 税に 対 する 石 破内 閣 の姿 勢 に関 す 

る 質 問 に対 する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 同 上 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 Ｆ ＭＳ 調 達 

の 急 増 と未 納入 ・ 未清 算 問題 の 現状 等 に関 す 

る 質 問 に対 する 答 弁書 に つい て （決 定 ） 

（ 同 上 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 イ ージ ス ・ 

ア シ ョ ア及 びイ ー ジス ・ シス テ ム搭 載 艦に 関 

す る 質 問に 対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ 同 上 ） 
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1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 佐 賀空 港 へ 

の 陸 上 自衛 隊オ ス プレ イ の配 備 に関 す る質 問 

に 対 す る答 弁書 に つい て （決 定 ）（ 防 衛省 ） 

1. 衆 議院 議員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 オ スプ レ イ 

の 安 全 性及 び信 頼 性に 関 する 質 問に 対 する 答 

弁 書 に つい て（ 決 定）       （ 同上 ） 

1. 衆議 院議 員原 口 一博 （ 立憲 ） 提出 普 天間 移 設 

問 題 に つ いて鳩 山 元総 理 への 説 明の た め作 成 

さ れ た 文 書に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ 

い て （ 決 定）           （ 同上 ） 

 

◎ 法 律案 

〇 重 要 電子 計算 機 に対 す る不 正 な行 為 によ る 被害 の 

防 止 に 関す る法 律 案（ 決 定）    （ 内閣 官 房） 

〃  ○ 重 要電子 計 算機 に 対す る 不正 な 行為 に よる 被 害の 

防 止 に 関す る法 律 の施 行 に伴 う 関係 法 律の 整 備等 

に 関 す る法 律案 （ 決定 ） 

（ 内 閣 官房 ・警 察 庁・ 総 務・ 経 済産 業 ・防 衛 省） 

〃  ○ 関 税定率 法 等の 一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ） 

（ 財 務省 ） 

〃  ○ 国 際開発 協 会へ の 加盟 に 伴う 措 置に 関 する 法 律及 

び 米 州 投資 公社 へ の加 盟 に伴 う 措置 に 関す る 法律 

の 一 部 を改 正す る 法律 案 （決 定 ）    （ 同 上） 

〃  ○ 大 学等に お ける 修 学の 支 援に 関 する 法 律の 一 部を 

改 正 す る法 律案 （ 決定 ） 

（ 文 部 科学 省・ こ ども 家 庭庁 ・ 財務 省 ） 

〃  ○ 公 立の義 務 教育 諸 学校 等 の教 育 職員 の 給与 等 に関 

す る 特 別措 置法 等 の一 部 を改 正 する 法 律案 

（ 決 定 ）         （ 文 部科 学 ・財 務 省） 

〃  ○ 戦 没者等 の 遺族 に 対す る 特別 弔 慰金 支 給法 の 一部 

を 改 正 する 法律 案 （決 定 ）（ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 情 報処理 の 促進 に 関す る 法律 及 び特 別 会計 に 関す 

る 法 律 の一 部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ） 

（ 経 済産 業 ・財 務 省） 

資 料  
あ り  
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〇 道 路 法等 の一 部 を改 正 する 法 律案 （ 決定 ） 

（ 国 土交 通 ・財 務 省） 

〃  〇 港 湾法等 の 一部 を 改正 す る法 律 案（ 決 定） 

（ 国 土 交 通省・ 内 閣府 本 府・ 財 務省 ） 

 

◎ 人  事 

○ 中 央 選挙 管理 会 委員 の 任命 に つき 、 国会 の 議決 に  
よ る 指 名を 求め る こと に つい て （決 定 ） 

☆ 元 検 事 古賀宏 之 外２ ５ ８名 の 叙位 又 は叙 勲 につ い 

て （ 決 定） 

 

◎ 配  布 

☆ 家 計 調査 報告            （ 総 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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令和７年 

２月７日 

 

◎ 一 般案 件 

○ モ ン ゴル 国政 府 に対 す る政 府 安全 保 障能 力 強化 支 

援 に 関 する 日本 国 政府 と モン ゴ ル国 政 府と の 間の 

書 簡 の 交換 につ い て（ 決 定）     （外 務 省） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 

（ 金 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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